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令和３年度諫早市農業委員会 第１２回総会議事録 

 

１ 開催日時 令和４年３月２８日（月）開 会 午後１時１０分 ～ 閉 会 午後２時５０分 

 

２ 開催場所 諫早市役所 本館５階 大会議室 

 

３ 出席委員 （１９人） 

  会 長  ２０番 山開博俊 

  会長職務代理者  １９番  小森俊夫 

  農 業 委 員   １番 池田つや子    ２番 久保  繁   ３番 中尾貞治 

             ４番 久本純造    ５番 立森和富   ６番 前田貞松 

             ７番 中川一範    ８番 松尾正晴   ９番 長谷川 博 

１０番 山口勇満   １１番 中島康範  １２番 松本秀德 

１３番 陣野昭則   １４番 山口廣三  １５番 澤久  進 

１６番 周防克己   １８番 野副栄治 

 

４ 欠席委員（１人） １７番 池田武弘 

 

５ 付議事件 

第１号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件 

第２号 農地法第３条の規定による許可申請書審議の件 

第３号 農地法第４条の規定による許可申請書審議の件 

第４号 農地法第５条の規定による許可申請書審議の件 

第５号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請書審議の件 

第６号 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等審議の件 

第７号 農地中間管理事業に係る「農用地利用配分計画」に対する意見聴取の件 

第８号 農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段面積）設定の件 

第９号 地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取の件 

 

６ 報 告 

第１号 農地法第３条の３の規定による届出書受理の件 

第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件 

第３号 農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件 

第４号 農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件 

第５号 農業用施設届出書受理の件 

第６号 非農地通知申出書受理の件 

 

７ そ の 他 
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８ 事 務 局 

局 長 宇野和利   次 長 増山義洋   主 任 半田智也 

事務職員 中山幸一   事務職員 山内  裕 

 

９ 議 事 

（開会） 

議   長   これより、「令和３年度 諫早市農業委員会 第１２回総会」を開会いたします。 

総会の定足数について、事務局より報告願います。 

事 務 局   総会の定足数につきまして、ご報告いたします。 

         農業委員会の在任委員２０名中、１９名の出席で定足数に達していますので、総

会が成立していることをご報告いたします。なお、１７番・池田武弘委員から欠席

の届出があっております。以上で、報告を終わります。 

議   長   それでは議事に入る前に、諫早市農業委員会総会会議規則第１９条第２項に規定

の議事録署名人を定めたいと存じます。 

         私に、ご一任いただければ指名したいと思いますが、いかがでしょうか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   異議なしということでありますので、議事録署名人に４番・久本純造委員、１３

番・陣野昭則委員のご両人にお願いいたします。 

        それでは、議事に入りますが、議事進行上、発言される際、挙手をし、議長の許

可を受けてから、氏名を告げて発言をお願いします。 

また、発言は、簡明に、議題外、又はその範囲を越えないようにお願いします。 

（議案第１号）  それでは、議案第１号「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見

聴取の件」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第１号「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件」

について説明します。 

        １番、小野地区、宗方町の田１１筆、計１６，７２４㎡について、住宅用地とし

て利用するため、農用地区域からの除外の申し出があっております。申出地は市立

小野小学校の道向かいにあり、島原鉄道小野駅から約５００ｍ以内の位置にありま

す。申出地の大半は耕作されている農地ですが、中には後継者がいないことから耕

作されていない農地もある状況です。本件は、申出者が諫早地区における住宅地の

需要に対応するため、まとまった土地を検討していた際に、所有者の方々が今後の

土地活用について悩んでいたこともあり、事業計画について説明したところ、所有

者全員の承諾が得られたことから今回の申出に至ったものです。当該地については、

圃場整備区域に入っておらず、今後も整備の予定はありません。また、周辺部に位

置しており、農地の集積への影響がないものと判断されます。除外後は農地法第５

条の農地転用申請が予定されています。以上で議案第１号の説明を終わります。 

議   長   議案第１号の説明がありましたので、１番について何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番の農用地区域からの除外は「やむを得ない」と
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意見することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番の農用地区域からの除外は「やむを得ない」と

意見することに決定いたします。 

（議案第２号）  次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」を説明します。 

        １番、諫早地区、本明町の農地１筆、１，４１５㎡について、農業経営規模拡大

を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は８，４０５㎡で、農業委

員会が定める下限面積を超えています。コンバインやトラクター等の機械は所有さ

れており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に３５年間従事され、

譲受人宅から申請地までは車で約２分でありますので、機械、労働力、技術、通作

距離に問題は無いと思われます。 

        ２番、小栗地区、栗面町の農地１筆、７７４㎡について、農業経営規模拡大を行

うため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は５，６４１㎡で、農業委

員会が定める下限面積を超えています。トラクターやコンバイン等の機械は所有さ

れております。また、農業に３０年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約

３分でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

        ３番、小野地区、小野町の農地１筆、７５８㎡について、農業経営規模拡大を行

うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は４８，７６０.７９㎡で、農

業委員会が定める下限面積を超えています。コンバインやトラクター等の機械は所

有されており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に５０年間従事さ

れ、譲受人宅から申請地までは車で約５分でありますので、機械、労働力、技術、

通作距離に問題は無いと思われます。 

         ４番、小野地区、小野島町の農地１筆、５，０６２㎡について、農業経営を行う

ため購入する申請です。権利取得後の農地面積は５，０６２㎡で、農業委員会が定

める下限面積を超えています。耕うん機や軽トラック等の機械は所有されており、

家族と一緒に農作業をされています。また、農業に２１年間従事され、譲受人宅か

ら申請地までは車で約５分でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題

は無いと思われます。 

         ５番、有喜地区、有喜町の農地１筆、５４２㎡について、遊休農地を解消し、営

農を行うため購入する申請です。権利取得後の農地面積は９，２１０.５８㎡で、

農業委員会が定める下限面積を超えています。農地所有適格法人の要件は満たされ

ており、トラクターや軽トラック等の機械も所有されております。また、農作業を

する役員の人数も経験も十分あると思われ、譲受人の会社から申請地までは車で約 

３０分でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

         ６番と７番、またこの後の議案第４号の１０番は関連があります。 

         ６番、長田地区、西里町の農地１筆、１，５００㎡のうち１，４９９.５８㎡に

ついて、遊休農地を解消し、営農を行うため賃貸借１０年で借り入れる申請です。
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権利取得後の農地面積は９，２１０.５８㎡で、農業委員会が定める下限面積を超

えています。農地所有適格法人の要件は満たされており、トラクターや軽トラック

等の機械も所有されております。また、農作業をする役員の人数も経験も十分ある

と思われ、譲受人の会社から申請地までは車で約１０分でありますので、機械、労

働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

         ７番、長田地区、西里町の農地 1筆１，５００㎡の上空１，４９９．５８㎡を営

農型太陽光発電施設として利用するため、区分地上権を設定する申請です。申請地

については、農地を貸借する者（６番の借人）の承諾があるため、問題は無いと思

われます。 

         ８番、高来地区、高来町法川、高来町小峰の農地２筆、２，０３２㎡について、

遊休農地を解消し、営農を行うため購入する申請です。権利取得後の農地面積は 

９，２１０.５８㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。農地所有適

格法人の要件は満たされており、トラクターや軽トラック等の機械も所有されてお

ります。また、農作業をする役員の人数も経験も十分あると思われ、譲受人の会社

から申請地までは車で約２０分でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に

問題は無いと思われます。 

         ９番、森山地区、森山町上井牟田の農地２筆、５００㎡について、耕作に便利な

ため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は６，６２１㎡で、農業委員

会が定める下限面積を超えています。トラクターや軽トラック等の機械は所有され

ております。また、農業に２０年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約  

１０分でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

         １０番と１１番は譲受人が同一人の案件です。 

         １０番、高来地区、高来町三部壱の農地１筆、２１６㎡、 

         １１番、高来地区、高来町泉の農地１筆、４４８㎡、計２筆６６４㎡について、

耕作に便利なため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は４，５９５㎡

で、農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクターや田植機等の機械は

所有されており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に４０年間従事

され、譲受人宅から申請地までは車で約５分でありますので、機械、労働力、技術、

通作距離に問題は無いと思われます。 

         １２番、高来地区、高来町法川、高来町黒崎の農地１１筆、７，２８１㎡につい

て、農業に精進するため贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は    

７，４３１㎡で、農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクターやコン

バイン等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされています。また、農

業に５０年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約５分以内でありますの

で、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

         １３番、小長井地区、小長井町井崎の農地１筆、１７６㎡について、耕作に便利

なため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は１４，６３９.２７㎡で、

農業委員会が定める下限面積を超えています。トラクターやトラック等の機械は所

有されており、家族と一緒に農作業をされています。また、農業に５０年間従事さ
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れ、譲受人宅から申請地までは徒歩で約２分以内でありますので、機械、労働力、

技術、通作距離に問題は無いと思われます。以上で議案第２号の説明を終わります。 

議   長   議案第２号の説明がありましたので、１番・諫早地区担当の委員さん補足説明を

お願いします。 

委   員   １番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地

域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、

地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当

しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

議   長   １番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は申請どおり許可することに決定いたします。 

 議   長   次に、２番・小栗地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ２番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において年間を通し、カボチャ、生姜を栽培されると見込まれます。権利取得後

において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号

のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お

願いします。 

議   長   ２番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、２番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、２番は申請どおり許可することに決定いたします。 

 議   長   次に、３番と４番・小野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ３番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、水稲、麦を栽培されると見込まれます。権利取得後において周

辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことで

あり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれに

も該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

        ４番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地

域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、

地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当

しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。なお、譲受人の年齢が８１
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歳と高齢でありますけれども、お孫さんが農業高校に入学されまして、３年後は就

農するということです。ご審議お願いします。 

議   長   ３番と４番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、３番と４番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、３番と４番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

 議   長   次に、関連がありますので、５番から８番・有喜地区、長田地区、高来地区担当

の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ５番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、シキミシバを栽培されると見込まれます。権利取得後において

周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこと

であり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれ

にも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

委   員   ６番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、借り入れる農地

において年間を通し、シキミシバを栽培されると見込まれます。権利取得後におい

て周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこ

とであり、地域との調和要件は満たされています。 

         ７番の農地を地区推進委員と確認してきました。農地法第３条第２項ただし書き

に記載されている民法第２６９条の２第１項の地下又は空間を目的とする地上権

又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定されるときに該当し、同条第２項

の農地を貸借する者の承諾があるため問題はないと思いますが、地区協議会ではい

くつかの意見がでました。今回、遊休農地化している農地を借りて、そこに高さ２

ｍの所に営農型太陽光発電施設を設置し、その下でシキミシバを栽培するというよ

うな計画でありますけれども、営農計画として１０年で利益がでるところまでもっ

ていけるのかということが１点、それから台風等に耐えられるのか、もし被災した

場合の責任の所在等がどうなるのかというのが２点目、それから賃貸借契約の１０

年ということですけれども、太陽光発電においては１０年で収益を確保して、設置

した太陽光発電施設を撤去するということは考えられない。ということは、１０年

以上の賃貸借という形になるだろうと見込まれます。最悪の場合、経営をやめた場

合の施設の撤去の問題や権利の譲渡の問題がまだ明確化されておりません。そうい

う状況の中で、この営農型太陽光発電施設に関しましては、転用ではなくて、地目

が農地のまま使用することになるので、農業委員会との関わりも今後も継続するこ

とになります。そして、この法人は、認定農業者になっていません。できれば認定

農業者になって、基盤強化法での賃貸借に導くというのが適切ではないかと思いま

す。このことを条件として、許可若しくはそれを約束できない場合は保留というこ

とも含めてご検討いただきたいと思います。 
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 委   員   ８番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、シキミシバを栽培されると見込まれます。権利取得後において

周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこと

であり、地域との調和要件も満たされています。地区協議会ではいろいろ意見がで

ましたけれども、今回の８番については、農地の売買ということなので、農地法第

３条第２項各号のいずれにも該当しないため、問題ないとの意見でした。ご審議お

願いします。 

議   長   ５番から８番について、補足説明がありましたけれども、７番については、意見

が出ております。このことに関して、皆様方がどのような意見を持っているのか、

聞きたいと思います。まず事務局からお願いします。 

事 務 局   台風や突風による被害については、保険に加入するそうです。責任の所在につい

ては、もちろん設置者になるかと思います。保険での対応になると考えられます。 

議   長   委員さん方から何かありますか。 

委   員   水利組合との調整はされているのでしょうか。 

事 務 局   地目が田となっていますので、賦課金が発生するかを含めて地元の推進委員を通

じて、今晩、話をすることになっています。 

議   長   ほかにありませんか。 

委   員   営農計画をみると１反５畝でシキミシバを栽培し、３年目で１３万円位、最終的

には１９万円位の収入があがるような計画でした。地区の協議会で、はたして３年

でそこまで収穫できるようになるか疑問があるとの意見がありました。 

委   員   ６番と７番の権利の設定を受ける法人はどのような関係ですか。 

事 務 局   下の農地で営農をするのが６番の法人で、営農型太陽光を設置するのが７番の法

人となります。代表は同じ方ですが、それぞれ別法人となります。 

議   長   ほかにありませんか。 

委   員   水田にシキミシバを植え、かつその上に営農型太陽光発電施設を設置するのはあ

り得ないんじゃないでしょうか。水田に復帰できないんじゃないでしょうか。 

事 務 局   現地は既に水田としての利用はなく、農地も荒れている状況です。現在、水稲作

付されている田でシキミシバを栽培するのではなく、遊休化している農地にシキミ

シバを植えるということです。 

委   員   ６番と７番については、水利組合との調整のことや経営をやめた場合の施設の撤

去の問題など不明確な点がありますし、地区協議会でも営農計画に対する意見が出

されていますので、もう少し色々なことを確認したうえで、再度審議とした方がい

いのではないでしょうか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   それでは、６番と７番は審議保留とし、５番と８番は申請どおり許可することに

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、６番と７番は審議保留とし、５番と８番は申請どお

り許可することに決定いたします。 
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 議   長   次に、９番・森山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ９番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において年間を通し、白菜、スイートコーンを栽培されると見込まれます。権利

取得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力

する。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第

２項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。

ご審議お願いします。 

議   長   ９番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、９番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、９番は申請どおり許可することに決定いたします。 

 議   長   次に、１０番から１２番・高来地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １０番、１１番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与

を受ける農地において年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後

において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号

のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。 

        １２番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける

農地において年間を通し、水稲、白菜、馬鈴薯を栽培されると見込まれます。権利

取得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力

する。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第

２項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。

ご審議お願いします。 

議   長   １０番から１２番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１０番から１２番は申請どおり許可することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１０番から１２番は申請どおり許可することに決定

いたします。 

 議   長   次に、１３番・小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １３番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける

農地において年間を通し、普通野菜を栽培されると見込まれます。権利取得後にお

いて周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」との

ことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のい

ずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願い

します。 
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議   長   １３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１３番は申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１３番は申請どおり許可することに決定いたします。 

（議案第３号）  次に、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」を説明します。 

        １番、諫早地区、天満町の畑１筆６８９㎡のうち法面を除く有効利用面積が  

２９４㎡について、貸駐車場用地５台分とする追認の転用申請です。区域区分は調

整区域、農振白地となっております。本件は、平成元年から平成３年頃に建設業を

営んでいる申請者が資材置場として整備し、その後、現在まで貸駐車場と利用して

おり、今回、追認の申請をするものです。申請地については、造成はなく土地を現

状のまま利用し、雨水については自然流下で側溝へ放流します。隣接する農地所有

者等との協議報告書が添付されております。また、許可なく農地を農地以外のもの

にしていたということで、顛末書の提出がなされております。議案第３号について

は、以上となっております。 

議   長   議案第３号の説明がありましたので、１番・諫早地区担当の委員さん補足説明を

お願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用

計画図等から判断して申請内容は適正であると思われます。ご審議の程よろしくお

願いします。 

議   長   １番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は申請どおり許可することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は申請どおり許可することに決定いたします。 

（議案第４号）  次に、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を説明します。 

        １番、諫早地区、日の出町の畑１筆７５２㎡に、併用地６筆を合わせた合計   

４，９３３．１６㎡について、特定建築条件付土地１９区画、うち農地部分が４区

画とする転用申請です。契約内容は売買、区域区分は調整区域、農振白地です。農

地の立地基準については第２種農地に該当します。本申請ですが、開発区域内に木

造平屋建て及び２階建ての住宅を１９棟、うち農地部分に４棟を建築する計画とな

っております。被害防除計画については、盛土を最高２．１ｍ、切土を最高０．３

ｍ施し、申請地周辺に擁壁を設置することにより土砂等の流出の被害発生がないよ
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うにします。雨水は申請地内に新設する側溝から河川へ放流し、汚水等については

合併浄化槽を通じて水路へ放流する計画となっております。隣接する農地所有者等

との協議書が添付されており、資金については残高証明で確認しています。都市計

画法第２９条第１項に基づく開発許可申請中です。 

        ２番、諫早地区、目代町の畑１筆、６４０㎡について、太陽光発電施設用地とす

る転用申請です。パネルは２００枚設置し、パネル設置面積は３２４㎡、売電単価

は１４円となっております。契約内容は賃貸借権設定２０年、区域区分は調整区域、

農振白地です。農地の立地基準については第２種農地に該当しております。申請地

については造成をせず現状のまま利用し、雨水については自然流下で既存の水路へ

放流させます。排水施設の使用についての協議は管理者である市と協議済でござい

ます。隣接する農地はなく、資金については残高証明で確認しています。 

        ３番、小野地区、宗方町の田２筆、計１，２１３㎡について、貸事業所用地とす

る転用申請です。契約内容は売買、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立

地基準については第２種農地に該当しております。譲受人は介護事業所等の運営を

している法人の取締役を務めています。本件は宗方町に老人デイサービスセンター

を整備するもので、譲受人個人が整備し、自身が役員を務める法人に貸し出すもの

となっております。申請地について、土地の造成はなく現状のまま利用します。雨

水について水路へ、汚水等について下水道へ接続します。隣接する農地所有者等と

の協議書が添付されており、資金については融資証明で確認しています。 

        ４番、有喜地区、中通町の畑１筆、５６４㎡のうち法面を除く有効利用面積   

４３０．２９㎡について、一般住宅を建築し、住宅用地とする転用申請です。契約

内容は所有権移転、売買となっております。区域区分はその他の区域、農振白地で

す。農地の立地基準については、第１種農地に該当しておりますが、集落に接続す

る住宅の建築のため不許可の例外に該当しております。申請地は、木造平屋建ての

住宅を建築するもので、盛土及び切土を最高１ｍほど施し、ブロック擁壁を設置す

ることにより被害の発生がないようにします。雨水については側溝へ、汚水等につ

いては合併浄化槽を通じて側溝へ放流する計画となっております。隣接する農地は

なく、資金については融資証明で確認しています。なお、農用地区域からの除外の

決定が令和３年８月１６日付でなされております。 

        ５番、真津山地区、貝津町の田及び畑の７筆、計２，４８５㎡ついて、資材置場

用地とする転用申請です。契約内容は賃貸借権設定２０年、区域区分は調整区域、

農振白地で、農地の立地基準については、長崎自動車道諫早インターチェンジから

概ね３００ｍ以内にある農地であるため、第３種農地に該当しております。借受人

ですが、建設業及び建設仮設部材のリース・販売業を営んでおります。本社は山口

県にありますが、九州事務所が長与町にあります。本件は最近注文数が多い西九州

地区の業務に対応するため、主に足場材の保管するための資材置場を整備するもの

です。土地の造成は無く、現状のまま利用します。雨水は自然流下とし、隣接する

農地所有者等との協議書が添付されており、資金については融資証明で確認してい

ます。 
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        ６番、真津山地区、貝津町の田及び畑の２２筆、計８，７５５．８㎡について、

分譲住宅用地５９区画及び店舗用地とする転用申請で、契約内容は売買、区域区分

は調整区域、農振白地です。農地の立地基準については第２種農地に該当しており

ます。本件は５９区画分の住宅用地を造成し、３店舗分の店舗を整備するものです。

なお、農地法上、宅地造成のみの転用は認められておりませんが、本件は都市計画

法第１２条の５第１項に規定する地区計画が定められている区域です。同法第２９

条第１項の許可を受けて住宅及びこれらに附帯する施設の用に供される土地を造

成するために、農地を農地以外のものにする場合で、これが確実と認められるとき

に該当しますので、宅地造成のみの転用が認められます。土地の造成計画について

は盛土を最高２ｍ行い、擁壁を設置することにより土砂流出の被害がないようにし

ます。雨水については水路へ、汚水等については下水道へ接続します。隣接する農

地なく、資金については残高証明で確認しています。都市計画法第２９条第１項に

基づく開発許可申請中です。 

        ７番、本野地区、下大渡野町の 田２筆、７９９㎡について、農家住宅を建築し、

住宅用地とする転用申請です。契約内容は所有権移転、売買となっております。区

域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基準については、市役所本野出張所

から概ね３００ｍ以内にある農地であるため、第３種農地に該当しております。本

件ですが、県道改良工事に伴う収用移転に伴い、新たに木造２階建ての住宅及び農

業用倉庫を整備するもので、盛土を最高０．８８ｍ、切土を最高０．８２ｍほど施

し、擁壁を設置し、法面保護を施すことにより被害の発生がないようにします。雨

水については側溝へ、汚水等については下水道へ接続する計画となっております。

隣接する農地所有者等との協議書が添付されており、資金については移転補償契約

書の写しで確認しています。 

        ８番、長田地区、長田町の 畑１筆、２８９㎡について、一般住宅を建築し、住

宅用地とする転用申請です。契約内容は所有権移転、売買となっており、持分につ

いては夫が３分の２、妻が３分の１とするものです。区域区分は調整区域、農振白

地です。農地の立地基準については、水道・下水道の２管が通る道路に接し、   

５００ｍ以内に２以上の公共施設がある農地であるため、第３種農地に該当してお

ります。本件ですが、新たに木造平屋建ての住宅を建築するもので、土地は現状の

まま利用します。雨水については側溝へ、汚水等については下水道へ接続する計画

となっております。隣接する農地はなく、資金については融資証明で確認していま

す。都市計画法第４３条第１項に基づく開発許可申請中です。 

        ９番、長田地区、西里町の 田１筆、６５６㎡のうち法面を除く有効利用面積  

４９９．２４㎡について、一般住宅を建築し、住宅用地とする転用申請です。契約

内容は所有権移転、売買となっており、持分は夫婦２分の１ずつとするものです。

区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基準については第２種農地に該当

しております。申請地ですが、木造２階建ての住宅を建築するもので、盛土及び切

土を最高１ｍほど施し、ブロック擁壁を設置することにより被害の発生がないよう

にします。雨水については側溝へ、汚水等については合併浄化槽を通じて側溝へ放
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流する計画となっております。隣接する農地所有者等との協議書が添付されており、

資金については融資証明で確認しています。都市計画法第４３条第１項に基づく開

発許可申請中です。 

         １０番は議案第２号で再審議となった７番に関連があります。 

         １０番、長田地区、西里町の田１筆、１，５００㎡のうち、太陽光パネルの支柱

９３本分部分にあたる計０．４２㎡について、営農型太陽光発電施設用地とする一

時転用の申請です。パネルは２４３枚、パネル設置面積は５３６．５７㎡です。パ

ネルの下でシキミシバ２００本を栽培する計画です。売電単価は１２円となってお

ります。契約内容は使用貸借権設定１０年、都市計画法上の区域は調整区域であり、

農振農用地区域内の農地となっているため、原則不許可となりますが、一時転用で

あるため、例外的に転用が可能となります。現在、遊休農地となっている農地で、

太陽光パネルの下でシキミシバ２００本を栽培するもので、営農者は令和３年８月

２６日付で設立された農地所有適格法人です。なお、法人の代表取締役も個人で３

年前から栽培しているとのことです。被害防除計画については、土地の造成はなく

現状のまま利用し、雨水については自然流下で既存の水路へ放流させます。排水施

設の使用についての協議は水路の管理者である市と協議済でございます。隣接する

農地所有者等との協議書が添付されており、資金については融資証明で確認してい

ます。 

         １１番、森山地区、森山町杉谷の畑１筆、１１８㎡について、住宅用地の拡張と

する追認の転用申請です。契約内容は所有権移転、売買となっております。区域区

分はその他の区域、農振白地です。農地の立地基準については第２種農地に該当し

ております。本件は、昭和５５年頃に申請者の父が隣接している既存の住宅を拡張

する形で整備したもので、今回、売買するにあたり、農地であることが判明したた

め、転用申請に至ったものです。土地の造成はなく現状のまま利用します。雨水に

ついては側溝へ放流する計画となっております。隣接する農地はなく、資金につい

ては通帳の写しで確認しております。また、許可なく農地を農地以外のものにして

いたということで顛末書の提出がなされております。 

         １２番、高来地区、高来町三部壱の畑１筆、４４３㎡ついて、資材置場用地とす

る転用申請です。契約内容は賃貸借権設定５年、区域区分はその他の区域、農振地

域外で、農地の立地基準については、市役所高来支所から概ね３００ｍ以内にある

農地であるため、第３種農地に該当しております。借受人の事業所の所在地は福岡

市となっておりますが、農林水産省からの委託を受け、調整池の水の採取や水の浄

化作用・方法のコンサルタント業務を請け負っており、本件はその業務に必要な小

型船、アンカー、浮き等を保管するための資材置場を整備するものです。土地の造

成はなく、現状のまま利用します。雨水は自然流下とし、隣接する農地はなく、資

金については現状のまま利用するため、追加の資金はありません。 

        １３番、小長井地区、小長井町井崎の畑１筆、７．７６㎡について、住宅用地の

拡張とする追認の転用申請です。契約内容は所有権移転で、当事者間の協議により

贈与とするものです。区域区分はその他の区域、農振白地です。農地の立地基準に
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ついては第２種農地に該当しております。本件は、隣接地の当時の所有者が平成４

年頃に住宅を建築した際に、擁壁部分が申請地まで越境していたものです。今回、

土地を売買するにあたり、擁壁の部分が申請地に越境していることが判明したため、

転用申請に至ったものです。申請地については、現状のまま利用し、雨水について

は自然流下となっております。隣接する農地はなく、追加の資金はありませんが、

許可なく農地を農地以外のものにしていたことから顛末書の提出がなされており

ます。議案第４号は以上となっております。 

議   長   議案第４号の説明がありましたので、１番と２番・諫早地区担当の委員さん補足

説明をお願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用

計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

         担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用

計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の程よろ

しくお願いします。         

議   長   １番と２番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番と２番は申請どおり許可することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番と２番は申請どおり許可することに決定いたし

ます。 

議   長   次に、３番・小野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ３番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

議   長   ３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、３番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、３番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、４番・有喜地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

議   長   ４番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、４番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、４番は、申請どおり許可することに決定いたします。 
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議   長   次に、５番と６番・真津山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ５番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

         ６番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

程よろしくお願いします。 

議   長   ５番と６番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番と６番は、申請どおり許可することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、５番と６番は、申請どおり許可することに決定いた

します。 

議   長   次に、７番・本野地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ７番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議の

程よろしくお願いします。 

議   長   ７番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、７番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、７番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、８番から１０番・長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ８番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

委   員   ９番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。 

        １０番については、先程の議案第２号の７番に関連するもので、営農型太陽光施

設の支柱部分を一時転用とするものです。議案第２号の７番が再審議となりました

ので１０番も同様であると思われます。ご審議の程よろしくお願いします。 

議   長   ８番から１０番について、何かご質問はありませんか。 

委   員   １０番は、使用貸借１０年とありますが、一時転用で１０年はいいのでしょうか。

そして、たった０．４２㎡で営農計画を添付させる必要があるのでしょうか。 

事 務 局   一時転用の期間は通常３年が最大でありますけれども、今回のように遊休農地に

営農型太陽光発電施設を設置する場合は、１０年とすることができるようになりま

した。そして、営農計画書の提出については、農水省の運用通達において、営農型

太陽光発電施設の下で、きちんと営農が行われるかどうかを審査する必要があるた

め添付させております。 
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議   長   ほかにありませんか。 

委   員   ８番と９番は問題ありませんが、１０番については、第２号議案の７番に関連が

あり、再審議となりましたので、ここで協議すべきではないと思うのですがいかが

でしょうか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご意見がありましたので、８番と９番は申請どおり許可することとし、１０番を

再審議とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、８番と９番は申請どおり許可することとし、１０番

を再審議とすることに決定いたします。 

議   長   次に、１１番・森山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １１番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議

の程よろしくお願いします。 

議   長   １１番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１１番は、申請どおり許可することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１１番は、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

議   長   次に、１２番高来地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １２番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議

の程よろしくお願いします。 

議   長   １２番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１２番は、申請どおり許可することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１２番は、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

議   長   次に、１３番・小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   １３番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、

土地利用計画図、被害防除計画書等から判断して適正であると思われます。ご審議

の程よろしくお願いします。 

議   長   １３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１３番は、申請どおり許可することにご異議ありま
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せんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１３番は、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

議   長   次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請書審議 

（議案第５号） の件」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第５号「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請書審議の件」

を説明します。 

         こちらは令和４年２月１５日付けで許可した小栗地区、平山町の畑１筆、７０７

㎡の農地に、併用地の雑種地を合わせた合計１，７８３．７１㎡を店舗用地とする

５条転用でしたが、初期投資が多額になったことから、契約内容を所有権移転、売

買から、賃貸借権設定３０年に変更する申請となります。また、工期についても、

令和４年３月１日から令和４年８月３１日までだったものを、令和４年４月１日か

ら令和４年９月３０日までに変更するものです。ご審議の程よろしくお願いします。 

議   長   議案第５号の説明がありましたが、１番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は申請どおり承認することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は申請どおり承認することに決定いたします。 

議   長   次に、議案第６号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定審議の件」を議題 

（議案第６号） といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第５号「農業経営基盤強化促進法による利用権設定審議の件」について、ご

説明いたします。 

        １番、小野地区、赤崎町の農地１筆、２，１８８㎡を、農業経営規模拡大を行う

ため、賃貸借１０年で借り入れる新規の申出です。申出人は、水稲、麦の生産を主

体に経営されています。 

         ２番から２１番は借受人が同一の案件です。 

         ２番、高来地区、高来町泉、高来町金崎の農地３筆、５，５６６㎡、 

３番、高来地区、高来町泉の農地１筆、１，０５４㎡、 

         ４番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、２，０７５㎡、 

         ５番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、６９６㎡、 

         ６番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、２，４２１㎡、 

         ７番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、４，２４３㎡、 

         ８番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、２，０５７㎡、 

         ９番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、９９７㎡、 

         １０番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、１，０９２㎡、 

         １１番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、４，１９４㎡、 

         １２番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、２，０７３㎡、 
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         １３番、高来地区、高来町金崎の農地３筆、４，１４７㎡、 

         １４番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、８０２㎡、 

         １５番、高来地区、高来町金崎の農地３筆、３，１８１㎡、 

         １６番、高来地区、高来町金崎の農地２筆、４，１０４㎡、 

         １７番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、２，０７９㎡、 

         １８番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、２，０３８㎡、 

         １９番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、２，０５４㎡、 

         ２０番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、７６９㎡、 

         ２１番、高来地区、高来町金崎の農地１筆、１，８７１．０３㎡、計３１筆、    

４７，５１３．０３㎡を、農業経営規模拡大を行うため、１０月から５月の期間借

地として、賃貸借１０年で借り入れる新規の申出です。申出人は、ブロッコリー、

レタスの生産を主体に経営されています。 

         ２２番、小野地区、赤崎町の農地１筆、１，５０９㎡を、農業経営規模拡大を行

うため、購入する申出です。申出人は、水稲、牧草の生産を主体に経営されていま

す。 

         ２３番、小野地区、小野島町の農地８筆、１１，７４９㎡を、農業経営規模拡大

を行うため、購入する申出です。申出人は、水稲、麦の生産を主体に経営されてい

ます。 

         ２４番、小野地区、小野島町の農地１筆、４，３６３㎡を、農業経営規模拡大を

行うため、購入する申出です。申出人は、水稲、麦、アスパラガスの生産を主体に

経営されています。 

         ２５番、多良見地区、多良見町舟津の農地３筆、２，７２４㎡を、農業経営規模

拡大を行うため、購入する申出です。申出人は、水稲、ミカンの生産を主体に経営

されています。 

         ２６番、森山地区、森山町下井牟田の農地１筆、９９０㎡を、農業経営規模拡大

を行うため、購入する申出です。申出人は、水稲、麦、大豆の生産を主体に経営さ

れています。 

         ２７番、高来地区、高来町汲水の農地１筆、７２２㎡を、農業経営規模拡大を行

うため、購入する申出です。申出人は、水稲の生産を主体に経営されています。 

         以上、１番から２７番までの申し出は、権利取得後の全ての農地について、年間

を通して耕作されると認められるため、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしています。以上で説明を終わります。 

議   長   事務局から説明がありましたが、１番から２７番について、何かご質問はありま

せんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番から２７番は、申出どおり許可することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番から２７番は、申出どおり許可することに決定
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いたします。 

（議案第６,７号） 続きまして、関連がありますので、議案第６号の２８番から３９番、議案第７号

「農地中間管理事業に係る農用地利用配分計画に対する意見聴取の件」について、

一括して議題とします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第６号の２８番、諫早地区、福田町の農地３筆、１，４３４㎡、 

        議案第６号の２９番、諫早地区、福田町の農地２筆、１，２２２㎡、 

         議案第６号の３０番、諫早地区、福田町の農地３筆、１，１１４㎡、 

         議案第６号の３１番、諫早地区、福田町の農地３筆、１，２９７㎡を、議案第７

号の１番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の

設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を受け

ることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第６号の３２番、小栗地区、小ヶ倉の農地２筆、２，２１９㎡、 

         議案第６号の３３番、有喜地区、早見町の農地２筆、１，８５２㎡を、議案第７

号の２番に賃貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の設

定を受ける者は、馬鈴薯、人参の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第６号の３４番、森山地区、森山地区森山町慶師野の農地１筆、９７８㎡を、

議案第７号の３番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画で

す。権利の設定を受ける者は、水稲、麦、蕎麦の生産を主体に経営されており、今

回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         同じく議案第６号の３４番、森山地区、森山町慶師野の農地２筆、１，７０２㎡

を、議案第７号の４番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画

です。権利の設定を受ける者は、水稲、ミニトマトの生産を主体に経営されており、

今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。、 

議案第６号の３５番、森山地区、森山町杉谷の農地６筆、６，０８３.７６㎡、 

         議案第６号の３６番、森山地区、森山町杉谷の農地４筆、１，１７０.５３㎡を、

議案第７号の５番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画で

す。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の

設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         議案第６号の３７番、飯盛地区、飯盛町後田の農地２筆、６０８㎡を、議案第７

号の６番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権利の

設定を受ける者は、馬鈴薯、人参の生産を主体に経営されており、今回、権利の設

定を受けることにより、農地中間管理事業の活用に繋がります。 

         議案第６号の３８番、飯盛地区、飯盛町中山の農地２筆、２，３１９㎡を、議案

第７号の７番に使用貸借１５年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。権

利の設定を受ける者は、キュウリ、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権

利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。、 

         議案第６号の３９番、高来地区、高来町東平原の農地３筆、３，１６４㎡を、議

案第７号の８番に使用貸借１０年で新規に権利設定する農用地利用配分計画です。
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権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

         続きまして、議案第７号の配分計画の変更について、説明します。 

         既に農業経営基盤強化促進法により農地中間管理機構が利用権の設定を受けて

いる小野地区、宗方町の農地５筆、５，１９９㎡について、議案第７号の９番のと

おり、配分を受ける者の変更を行う農用地利用配分計画です。権利の設定を受ける

者は、水稲の生産を主体に経営しており、今回、権利の設定を受けることにより、

農業経営規模拡大に繋がります。契約内容は、使用貸借で、貸借期間は従前の貸借

期間の残存期間である８年３か月となっています。 

         既に農業経営基盤強化促進法により農地中間管理機構が利用権の設定を受けて

いる小野地区、宗方町の農地３筆、４，５６６㎡について、議案第７号の１０番の

とおり、配分を受ける者の変更を行う農用地利用配分計画です。権利の設定を受け

る者は、水稲の生産を主体に経営しており、今回、権利の設定を受けることにより、

耕作の利便性向上に繋がります。契約内容は、使用貸借で、貸借期間は従前の貸借

期間の残存期間である６年となっています。 

         既に農業経営基盤強化促進法により農地中間管理機構が利用権の設定を受けて

いる飯盛地区、飯盛町中山の農地３筆、４，２６２㎡について、議案第７号の１１

番のとおり、配分を受ける者の変更を行う農用地利用配分計画です。権利の設定を

受ける者は、馬鈴薯、人参、大根の生産を主体に経営しており、今回、権利の設定

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。契約内容は、賃貸借で、貸

借期間は従前の貸借期間の残存期間である６年７か月となっています。 

         以上、第６号議案の２８番から３９番までの申出は農地中間管理事業の実施に係

るものと認められるため、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第２号の要件を

満たしています。また、第７号議案の１番から１１番までの農用地利用配分計画は、

「農地中間管理事業実施に関する規程」の「貸付先決定ルール」に基づき作成され

たものであります。以上で説明を終わります。 

議   長   議案第６号の２８番から３１番、議案第７号の１番について、何かご質問はあり

ませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第６号の２８番から３１番を許可し、議案第７

号の１番を「意見なし」とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、議案第６号の２８番から３１番を許可し、議案第７

号の１番を「意見なし」とすることに決定いたします。 

議   長   次の議案第６号の３２番と３３番、議案第７号の２番は、１０番委員に関する事

項でございますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、１０番委

員の退席を求めます。 

        （１０番委員退席） 

議   長   議案第６号の３２番と３３番、議案第７号の２番について、何かご質問はありま
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せんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第６号の３２番と３３番を許可し、議案第７号

の２番を「意見なし」とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、議案第６号の３２番と３３番を許可し、議案第７号

の２番を「意見なし」とすることに決定いたします。１０番委員の入場を求めます。 

         （１０番委員・入場→着席） 

議   長   続きまして、議案第６号の３４番から３９番、議案第７号の３番から１１番につ

いて、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、議案第６号の３４番から３９番を許可し、議案第７

号の３番から１１番を「意見なし」とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、議案第６号の３４番から３９番を許可し、議案第７

号の３番から１１番を「意見なし」とすることに決定いたします。 

議   長   次に、議案第８号「農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段面積）設定の件」 

（議案第８号） を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第８号「農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段面積）設定の件」につ

いてご説明いたします。 

        下限面積（別段面積）は、都道府県知事が地域の実情に応じて定めることが出来

るとされていましたが、平成２１年１２月施行の農地法改正により、各市町村の農

業委員会は、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部に

ついて、農地法第３条第２項第５号の括弧書きに規定する別段の面積を設定出来る

こととなりました。本農業委員会おいては、平成２１年１２月に別段面積の設定が

行われました。その後、平成２２年１２月に農林水産省経営局長通知の「農業委員

会の適正な事務実施について」が一部改正され、農業委員会は毎年別段面積の設定

又は修正の必要性を検討することとされました。このことにより、令和４年度の下

限面積（別段面積）の設定について提案するものです。提案内容は、令和３年度か

ら設定面積の変更はなく、農地法施行玲規則第１７条第１項を適用するものとなっ

ています。農地法施行規則第１７条第１項第３号の規定により、定めようとする面

積未満の農地を耕作している農家数が、総農家数の概ね百分の四十を下回らないよ

うに算定することとされています。算定した結果、昨年と比べ、設定面積未満の農

家数の割合に大きな変化がなかったことから、令和４年度の別段面積の変更は行わ

ない旨、提案いたします。 

議   長   議案第８号の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、案のとおり別段面積を設定することにご異議ありま

せんか。 
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（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、案のとおり別段面積を設定することに決定いたしま

す。 

議   長   次に、議案第９号「地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取の件」を議題 

（議案第９号） といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第９号「地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取の件」について、ご

説明いたします。 

        本案は、地籍調査課が地籍調査を実施した結果、農地等に係る登記地目の変更を

予定している土地について、農業委員会の意見を求められているものです。 

         １番から３番の真津山地区、貝津町の市街化区域及び調整区域の土地６７筆につ

いて、農地から農地以外への変更が６１筆、農地以外から農地への変更が６筆予定

されています。農地以外への地目変更が予定されているもので、公共事業等による

許可不要案件以外で、転用履歴等が確認できなかったものについては、農地法の許

可の確認が取れていないため、地籍調査課へ一部の案件において農地法の手続き等

を必要とすると回答し、農地以外の地目から農地への地目変更が予定されている案

件につきましては、特に意見なしと回答いたしたく存じます。以上で説明を終わり

ます。 

議   長   議案第９号の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、地籍調査による農地地目の変更について、農地以外

への地目変更が予定されているもので、公共事業等による許可不要案件以外で、転

用履歴等が確認できなかったものについては、一部の案件において農地法の手続き

等を必要とすると回答し、農地以外の地目から農地への地目変更が予定されている

案件につきましては、特に意見なしと回答することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、地籍調査による農地地目の変更について、農地以外

への地目変更が予定されているもので、公共事業等による許可不要案件以外で、転

用履歴等が確認できなかったものについては、一部の案件において農地法の手続き

等を必要とすると回答し、農地以外の地目から農地への地目変更が予定されている

案件につきましては、特に意見なしと回答することに決定いたします。 

（報   告）  次に、報告案件について、事務局より報告願います。 

事 務 局   報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出書受理の件」について報告しま

す。 

        諫早・小野・森山地区から１件、小栗地区から１件、小野・森山地区から１件、

有喜地区から３件、多良見地区から１件、飯盛地区から１件、合計８件出ています。

届出理由は、全て相続により農地の所有権を取得したためです。 

         報告第２号 「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件」につい

て報告します。 

         小野地区から１件、森山地区から２件、飯盛地区から１件、合計４件の通知が出
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ています。解約理由としましては、小野地区の１件が売買するため、森山地区の２

件、飯盛地区の１件が農地中間管理機構に貸し付けるためとなっております。 

        報告第３号「農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件」について報告

します。 

        １番、諫早地区、栄田町の畑４２５㎡を住宅用地にする届出がありましたが、令

和４年３月１７日付けで、本件の取消願と新たな５条の転用届の提出がありました。

新たな届出については４月の総会で報告いたします。 

         ２番 多良見地区、多良見町木床の畑８４１㎡を住宅用地にする届出がありまし

た。 

        報告第４号「農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件」につきまして

ご報告いたします。 

        １番と２番は関連があります。 

         １番、諫早地区、福田町の登記地目が宅地で、現況地目が畑、１筆２１７．２７

㎡を住宅用地にする交換の届出がありました。 

         ２番、諫早地区、福田町の登記地目が宅地で、現況地目が畑、１筆２１７．２７

㎡を資材置場用地にする交換の届出です。 

         ３番、諫早地区、栄田町の畑２筆、計６１４㎡を住宅用地にする売買の届出があ

りました。 

        ４番、真津山地区、貝津町の畑４６㎡を住宅用地にする売買の届出がありました。 

        報告第５号「農業用施設届出書受理の件」について報告します。 

         １番、高来地区、高来町建山の田１筆、７０５㎡のうち４９㎡について、農業用

資材置場を整備する届出がありました。 

        報告第６号「非農地通知申出書受理の件」について報告します。 

         高来地区から１件の非農地通知申出書を受理いたしました。いずれも山林・原

野化しており、農振白地です。以上で報告を終わります。 

議   長   ただいまの報告の件について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   なければ、報告の件は、ご了承をお願いいたします。 

議   長   以上をもちまして、提出されました案件は全て終了いたしました。 

        お諮りします。議決されました案件につきましては、字句、数字、その他整理を

要するものがありました場合、その整理を議長に委任されたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議ありませんので、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任

することに決定いたしました。 

議   長   本日の、農地法等に係る審議結果をご報告します。 

議案第１号  農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更       １件。 

議案第２号  農地法第３条許可                  １１件。 

議案第３号  農地法第４条許可                   １件。 
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議案第４号  農地法第５条許可                  １２件。 

議案第５号  農地法第５条許可後の計画変更承認           １件。 

議案第６号  農業経営基盤強化促進法による利用権設定       ３９件。 

議案第７号  農地中間理事業に係る農用地利用配分計画       １１件。 

議案第８号  農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段面積）設定の件 １件。 

議案第９号  地籍調査による農地地目の変更に伴う意見聴取      １件。 

以上、審議件数は、全部で７８件でございました。 

         以上で本日の審議事項等はすべて終了いたしました。 

         委員さん方から何かご質問等はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   なければ、事務局から連絡事項等はありませんか。 

事 務 局   （事務連絡）    

議   長   それでは、これをもちまして、令和３年度諫早市農業委員会第１２回総会を閉会

いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

議 長                  ㊞ 

 

議事録署名人                  ㊞ 

 

議事録署名人                  ㊞ 


